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「従業員持株会信託型ESOP」の導入に関するお知らせ 

 
当社は、本日、中長期的な企業価値の向上を目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株

会信託型ESOP」（以下、「本プラン」といいます。）の導入を決定いたしましたので、下記の通りお知ら

せいたします。 
なお、本プランに係る信託の設定時期、設定期間、本プランに基づき信託が借入れる金銭の総額等につ

きましては、決定次第改めてお知らせします。 
 

記 
 

1. 本プラン導入の目的 

当社の業績向上に対する従業員の労働意欲の向上や従業員の経営参画を促すとともに、株式価値の向

上を目指した経営を一層推進することにより中長期的な企業価値を高めることを目的とし、当社従業員

へのインセンティブ・プランとして本プランを導入することといたしました。 
 

2. 本プランの概要 

本プランは、「イハラケミカル工業グループ従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入す

る全ての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、持株会に加入する従業員の

うち一定の要件を充足する者を受益者とする信託（以下、「従業員持株会信託」といいます。）を当社が

設定し、従業員持株会信託はその設定後一定期間にわたり持株会が取得すると見込まれる当社株式を予

め取得します。  
その後は、従業員持株会信託から持株会に対して毎月一定日に継続的に当社株式の時価売却が行われ

るとともに、信託終了時点で従業員持株会信託内に当社株価の上昇による売却益相当額がある場合は、

受益者たる従業員に対しその拠出割合に応じて金銭が分配されます。なお、信託終了時点で従業員持株

会信託内に当社株価の下落により債務が残る場合には、従業員持株会信託の株式取得にかかる借入に対

する補償契約に基づいて、当社が当該残債を弁済するため、従業員の追加負担はありません。  
 



3. 本プランの仕組み 

 

①.会社は、「従業員持株会信託」を設定する。 
②.従業員持株会信託は、銀行から会社株式の取得に必要な資金を借入れる。 

会社、従業員持株会信託、銀行の三者間で損失補償契約を結び、会社は、補償料（補償人となる対価）を従業員持株会信託

より受取る。 
③.従業員持株会信託は、従業員持株会が信託期間内に取得する会社株式を一括取得する。 
④.従業員持株会信託は、保有する株式を毎月一定日に従業員持株会に時価で売却する。 
⑤.従業員持株会信託は、会社株式の売却代金および配当金を、銀行からの借入金の元本金利返済に充当する。 
⑥.信託管理人は、議決権の行使等、信託財産の管理の指図を行う（議決権は従業員持株会と同様の行使）。 
⑦.【株価上昇時】会社株式の売却により借入金を返済後、従業員持株会信託内に残余財産がある場合、受益者に分配金を交付

する。 
⑧.【株価下落時】会社株式を全て売却後に借入債務が残存する場合、補償契約に基づき、会社が残存債務を支払う。 

 
以上 


